
日
本
中
世
、
な
か
で
も
鎌
倉
期
の
列
島
社
会
は
、
首
都
京
都
に
加

え
、
鎌
倉
と
い
う
、
も
う
ひ
と
つ
の
政
治
都
市
を
も
つ
に
い
た
る
。
結

果
、
当
該
期
に
は
、
古
代
以
来
の
五
畿
七
道
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
応

し
た
地
域
区
分
が
生
出
す
る
。
《
東
国
》
と
《
西
国
》
で
あ
る
。

か
ね
て
筆
者
は
、
列
島
を
「
東
国
」
「
北
国
」
「
畿
内
近
国
」
「
鎮
西
」

に
区
分
し
、
関
東
・
六
波
羅
・
博
多
な
ど
の
広
域
支
配
機
関
と
守
護
に

よ
る
列
島
支
配
を
基
軸
と
し
た
鎌
倉
幕
府
の
通
史
叙
述
を
試
み
た
（
以

(1) 

下
「
旧
稿
」
）
。
「
東
国
」
は
、
東
海
・
東
山
道
の
遠
江
・
信
濃
国
以
東

(2) 

の
一
五
ヶ
国
、
「
北
国
」
は
北
陸
道
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
区
分
は
、

の
ち
の
関
東
・
六
波
羅
の
軍
事
・
裁
判
管
轄
で
い
う
《
東
国
》
《
西
国
》

に
一
致
し
な
い
。
と
り
わ
け
制
顧
が
顕
著
な
の
は
、
「
北
国
」
で
あ
る
。

《
東
国
》
《
西
国
》
の
区
分
は
、
鎌
倉
幕
府
支
配
の
多
様
な
問
題
と
連

関
す
る
。
た
と
え
ば
、
文
治
国
地
頭
の
設
置
範
囲
で
あ
る
。
全
国
説
、

畿
内
・
山
陰
・
山
陽
・
南
海
・
西
海
道
三
六
ヶ
国
説
、
「
北
国
」
「
畿
内

は
じ
め
に

近
国
」
「
鎖
西
」
四
六
ヶ
国
説
、
国
地
頭
不
設
慨
説
な
ど
、
な
お
定
論

(
3
)
 

を
え
て
い
な
い
。

他
方
、
旧
稿
で
は
、
鎌
倉
幕
府
の
「
東
国
」
支
配
を
、
守
護
不
設
置

を
基
調
と
し
た
と
評
価
し
、
ま
た
、
別
稿
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
当
初
、

(
4
)
 

「
北
国
」
も
守
護
不
設
置
だ
っ
た
可
能
性
が
残
る
。
文
治
国
地
頭
と
守

護
の
設
置
範
囲
に
、
関
係
は
あ
る
の
か
。
「
北
国
」
で
は
、
ど
う
な
の
か
。

そ
し
て
、
承
久
の
乱
を
経
て
、
若
狭
・
越
前
・
加
賀
国
は
六
波
羅
管

国
の
《
西
国
》
、
能
登
・
越
中
・
越
後
・
佐
渡
国
は
関
東
管
下
の
《
東
国
》

(5) 

と
な
る
。
「
北
国
」
は
、
い
か
な
る
過
程
で
東
西
へ
と
分
か
れ
ゆ
く
の
か
。

「
北
国
」
内
の
地
域
的
偏
差
を
、
守
護
の
存
在
形
態
を
規
矩
に
測
定

す
る
。
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

鎌
倉
幕
府
支
配
の
北
陸
道
に
お
け
る
屎
開

F
;
 

越
後
国
の
国
務
と
守
護

ま
ず
、
ふ
れ
る
べ
き
は
、
文
治
国
地
頭
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
筆

者
は
、
文
治
元
年
(
-
―
八
五
）
―
一
月
の
国
地
頭
設
置
に
つ
い
て
は
石

』

3
"

台ハ

谷

隆

之
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母
田
正
説
、
設
囲
範
囲
を
「
北
国
」
「
畿
内
近
国
」
「
鎖
酉
」
四
六
ヶ
国

と
理
解
す
る
点
で
は
上
横
手
雅
敬
説
、
国
地
頭
が
文
治
二
年
六
月
に
停

(6) 

廃
さ
れ
、
守
護
制
度
へ
の
移
行
が
図
ら
れ
た
と
み
る
点
で
は
大
山
喬
平

説
に
賛
同
す
る
。
上
横
手
・
大
山
説
の
論
拠
と
な
っ
た
の
は
、
つ
ぎ
の

史
料
で
あ
る
。

(
7
)
 

【
史
料
ー
】
源
頼
朝
書
状
写

龍
コ
断
非
道
↓
又
可
レ
停
コ
止
武
士
濫
行
一
国
々
事

山

城

国

大

和

国

和

泉

国

河

内

国

摂

津

国

伊

賀

国

伊

勢

国

尾

張

国

近

江

国

美

濃

国

飛

騨

国

丹

波

国

丹

後

国

但

馬

国

因

幡

国

伯

普

国

出

雲

国

石

見

国

播

磨

国

美

作

国

備

前

国

備

後

国

備

中

国

安

芸

国

周

防

国

長

門

国

紀

伊

国

若

狭

国

越

前

国

加

賀

国

能

登

国

越

中

国

淡

路

国

伊

予

国

讃

岐

国

阿

波

国

土
佐
国

右
、
件
川
七
ヶ
国
々
、
被
レ
下
院
宣
↓
礼
1
定
武
士
濫
行
方
々

之
僻
事
↓
可
レ
被
レ
直
非
道
於
正
理
一
也
。
但
鎮
西
九
ヶ
国
者
、

帥
中
納
―
―
日
殿
御
沙
汰
也
。
然
者
、
為
件
御
進
止
被
レ
鎖
濫
行
↓

可
レ
被
レ
直
僻
事
也
。
（
中
略
）
以
此
趣
可
下
令
奏
達
給
上
之
由
、

門
令
レ
申
帥
中
納
―
＝
口
殿
也
。

文
附
―
年
六
月
廿
一
日
雷

そ
し
て
、
上
横
手
雅
敬
・
大
山
喬
平
説
を
援
用
す
る
と
、
旧
稿
で
論

じ
た
鎌
倉
初
期
の
「
東
国
」
に
お
け
る
守
護
不
設
置
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
説
明
し
う
る
。
そ
れ
は
、
国
地
頭
の
不
設
搬
に
起
因
す
る
、
と
。

「
東
国
」
で
は
、
関
東
知
行
国
の
国
務
、
国
奉
行
・
有
力
在
庁
ら
が
、

守
護
以
上
の
権
限
を
も
ち
、
そ
う
し
た
面
々
が
一
国
内
に
複
数
、
割
拠

(
8
)
 

す
る
。
佐
藤
進
一
以
来
、
彼
ら
は
守
護
に
擬
せ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、

彼
ら
を
守
護
と
み
る
こ
と
は
、
東
国
政
権
の
過
小
評
価
だ
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。

つ
ぎ
に
、
「
北
国
」
に
日
を
転
ず
る
と
、
【
史
料
1
】
に
は
、
越
後
・

佐
渡
国
が
み
え
な
い
。
越
後
国
は
、
文
治
元
年
(
-
―
八
五
）
八
月
か
ら

(9) 

文
治
六
年
正
月
ご
ろ
ま
で
関
東
知
行
国
で
、
上
横
手
雅
敬
も
指
摘
す
る

よ
う
に
、
【
史
料
ー
】
に
み
え
ぬ
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
だ
と

す
れ
ば
、
三
河
（
の
ち
遠
江
）
・
伯
濃
国
以
東
の
「
東
国
」
に
準
じ
て
、

当
初
、
越
後
国
に
は
守
護
が
お
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
佐
藤
進
一
は
、
越
後
国
の
守
護
と
し
て
数
々
の
事
例
を
あ
げ
る
。

ま
ず
、
「
北
国
」
全
体
に
関
わ
る
存
在
と
し
て
、
元
暦
元
年

(
-
―
八
四
）
四
月
以
前
、
「
北
国
」
に
派
造
さ
れ
、
建
久
二
年

(
-
―
九
一
）
六
月
以
前
に
廃
止
さ
れ
た
鎌
倉
殿
勧
農
使
の
比
企
朝
宗
が

い
る
。
だ
が
、
越
後
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
史
料
を
欠
く
。
朝
宗

に
つ
い
て
は
、
の
ち
ふ
れ
る
。

下
っ
て
建
久
六
年
(
-
―
九
五
）
一

0
月
、
佐
々
木
盛
綱
が
、
越
後
国

に
在
国
し
て
い
た
源
頼
朝
の
叔
父
慈
応
を
頼
朝
に
取
り
次
ぎ
、
承
元
四

年
(
―
ニ
―

0
)
二
月
、
北
条
義
時
が
、
慈
応
の
管
領
す
る
越
後
国
管
国

寺
周
辺
の
闘
所
を
鎌
倉
に
注
進
し
て
い
る
。
佐
藤
進
一
は
、
両
人
の
守

(10) 

護
在
職
を
認
め
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
守
護
在
職
の
可
能
性
を
示

す
徴
証
で
は
あ
れ
、
確
証
た
り
え
な
い
。
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【
史
料
2
】
『
吾
妻
鏡
』
建
保
三
年
(
-
―
―
―
五
）
一

0
月
一

0
日
条

十
日
乙
未
。
越
後
国
検
断
事
、
守
護
人
相
共
可
レ
致
二
沙
汰
一
之

旨
、
声
勾
和
畢
。

佐
々
木
盛
綱
が
、
越
後
国
の
検
断
を
「
守
護
人
」
と
と
も
に
沙
汰
す

る
よ
う
、
幕
府
か
ら
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
佐
藤
進
一
は
、
盛
綱
以
外
の

守
護
の
在
任
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
鎌
倉
後
期
の
認
識
を
映
す
『
吾

妻
鏡
』
の
地
の
文
の
表
現
を
信
用
し
う
る
の
か
、
一
抹
の
不
安
が
残
る
。

【
史
料
ー
】
が
示
す
よ
う
に
、
当
初
、
越
後
国
は
「
東
国
」
に
準
ず

る
地
域
と
し
て
位
屈
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
北
条
義
時
•
佐
々
木
盛
綱
ら

は
、
関
東
知
行
国
の
国
務
に
淵
源
を
も
つ
地
位
や
、
「
東
国
」
に
み
ら

れ
る
国
奉
行
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
各
人
の
守
護
在
職
や
越
後
国
守

護
の
存
在
を
認
め
る
に
は
、
な
お
慎
菫
を
期
し
た
い
。

つ
ぎ
に
、
越
後
国
が
再
度
、
関
東
知
行
国
と
な
る
承
久
の
乱
後
を
み

る
。
承
久
三
年
（
一
―
―
ニ
―
)
閏
一

0
月
、
北
条
氏
朝
時
（
名
越
）
流
の
祖

た
る
朝
時
が
、
越
後
国
小
泉
荘
・
院
川
保
の
相
論
で
問
状
を
発
し
、
貞

応
二
年
(
-
三
一
三
）
一

0
月
、
幕
府
か
ら
「
北
陸
道
守
護
成
敗
条
々
」

を
命
ぜ
ら
れ
、
貞
応
三
年
二
月
に
は
、
越
後
国
寺
泊
に
漂
着
し
た
高
麗

(11) 

船
の
荷
を
鎌
倉
へ
進
上
し
て
い
る
。

(12) 

北
条
朝
時
は
、
あ
る
時
期
以
降
、
越
後
国
の
国
務
で
あ
っ
た
。
佐
藤

進
一
は
、
朝
時
が
国
務
と
守
護
を
併
有
し
た
と
み
、
こ
れ
ら
を
守
護
在

任
と
理
解
す
る
。

し
か
し
、
「
東
国
」
の
関
東
知
行
国
と
同
様
、
北
条
朝
時
の
地
位
は
、

国
務
そ
の
も
の
と
し
て
み
な
す
べ
き
も
の
で
、
む
し
ろ
守
護
不
設
置
と

評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
越
後
国
は
、
再
び
関
東
知
行
国
と
な
っ
た
こ
と

で
、
「
東
国
」
に
準
ず
る
地
域
と
し
て
の
属
性
を
確
固
た
る
も
の
と
し

て
い
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
の
ち
の
越
後
国
の
状
況
は
、
「
東
国
」
の
そ
れ
と
は
、

や
や
異
な
る
。
寛
元
四
年
（
―
二
四
六
）
六
月
、
い
わ
ゆ
る
宮
騒
動
で
、

故
北
条
朝
時
の
息
光
時
の
「
越
後
国
務
」
は
収
公
さ
れ
、
正
嘉
元
年(13) 

(
―
二
五
七
）
五
月
、
朝
時
の
弟
政
村
が
「
越
後
国
々
務
」
を
拝
領
す
る
。

下
っ
て
朝
時
流
の
嫡
流
を
継
い
だ
北
条
公
時
は
、
弘
安
七
年

(
―
二
八
四
）
の
五
月
と
六
月
、
越
中
・
越
後
国
の
案
件
に
つ
い
て
幕
府

《
大
仏
》

《
極
楽
寺
》

《
佐
介
》

時

房

時

盛

I

政

氏

ー

盛

房

ー

宣

房

I

時
有

L

朝
直
ー
ー
宣
時

I

宗

泰

ー

貞

直

《
名
越
》

図
】
北
条
氏
略
系
医

北
条
時
政

義
時

※
ゴ
シ
ッ
ク
1
1
本
稿
の
登
場
人
物

《
得
宗
》

泰

時

ー

時

氏

経

時L

時

頼

時

宗

ー

貞

時

|

ー

高

時

宗

頼

ー

宗

方

[
 

日
I I I 
時 時光
長 章時

I I 
長公
頼時

I 三
宗 公 時
長貞家

I I 
時高
有家

重

時

為

時

ー

長

重

時
茂
《
常
葉
》

T
 

政

村

時

村政
長
ー
—
時
敦
ー
時
益

[
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続
い
て
、
越
後
国
以
外
の
「
北
国
」
の
守
護
在
職
状
況
を
再
検
証
す

る
。
ま
ず
、
鎌
倉
殿
勧
農
使
の
比
企
朝
宗
に
つ
い
て
み
る
。

①
元
暦
元
年
（
―
-
八
四
）
四
月
以
前
、
比
企
朝
宗
、
鎌
倉
殿
勧
農

使
と
し
て
北
陸
道
へ
派
遣
さ
る

r
北
国
奉
行
」
の
可
能
性

へ
の
注
進
を
命
ぜ
ら
れ
、
弘
安
―
一
年
二
月
、
越
後
国
福
雄
荘
に
関
す

る
関
東
裁
許
状
の
文
面
上
に
「
守
護
人
尾
張
入
道
々
監
」
と
し
て
登
場

(14) 

す
る
。他

方
、
国
務
に
つ
い
て
は
、
正
応
五
年
(
―
二
九
二
）
七
月
の
史
料

に
、
故
北
条
政
村
の
息
時
村
の
被
官
「
弾
正
忠
職
直
」
が
、
国
術
領
た

(15) 

る
越
後
国
荒
川
保
の
保
司
と
し
て
み
え
る
。
佐
藤
進
一
は
、
時
村
を
国

務
と
す
る
。
こ
れ
じ
た
い
は
国
務
在
職
の
確
証
と
い
え
ぬ
ま
で
も
、
国

務
の
地
位
が
政
村
の
子
孫
に
伝
え
ら
れ
た
蓋
然
性
は
高
い
。

さ
ら
に
、
元
徳
三
年
(
-
三
三
一
）
六
月
、
越
後
国
奥
山
荘
内
の
打
渡

に
関
す
る
史
料
に
「
仰
一
＿
御
使
一
翡
沢
゜
被
＿
一
打
渡
一
之
条
、
守
護
代
種
俊
去

(16) 

年
七
月
十
三
日
注
進
状
所
レ
見
也
。
」
と
あ
る
。
「
種
俊
」
は
、
朝
時
流

の
被
官
肥
後
氏
の
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
朝
時
流
が
守
護
だ
っ

(17) 

た
こ
と
に
な
る

と
ま
れ
、
越
後
国
の
守
護
職
は
、
北
条
光
時
の
国
務
の
没
収
を
機
に
、

国
務
か
ら
二
次
的
に
分
出
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
特
異
な
経
緯
で
成

立
し
た
の
で
あ
る
。

②
同
月
以
前
、
比
企
朝
宗
、
若
狭
国
西
津
荘
の
支
配
に
干
渉
す

③
同
月
、
字
上
座
某
、
比
企
朝
宗
の
下
知
と
称
し
、
越
前
国
河
和

田
荘
に
乱
入
す

④
同
年
五
月
、
比
企
朝
宗
、
加
賀
国
宮
丸
保
を
奉
免
す

※
文
治
元
年
(
-
―
八
五
）
―
一
月
、
国
地
頭
、
設
置
さ
る

⑤
文
治
一
一
年
六
月
以
前
、
比
企
朝
宗
、
越
中
国
般
若
野
荘
を
押
妨

す
※
文
治
二
年
六
月
、
国
地
頭
、
廃
止
さ
る

⑥
建
久
一
一
年
（
―
-
九
一
）
六
月
以
前
、
鎌
倉
殿
勧
農
使
、
廃
止
さ

る
⑦
建
久
五
年
―
二
月
以
前
、
比
企
朝
宗
、
越
前
国
志
比
荘
を
押
領

す
⑧
某
年
、
「
比
企
藤
内
朝
重
」
、
越
中
国
石
黒
荘
に
関
し
て
文
書
を

(18) 

発
給
す

加
え
て
、
か
つ
て
越
中
国
石
黒
荘
に
つ
い
て
論
じ
た
大
山
喬
平
は
、

(19) 

年
未
詳
の
⑧
に
関
連
し
、
つ
ぎ
の
事
実
に
論
及
す
る
。

⑨
建
仁
二
年
(
-
―

1
0
二
）
閏
一

0
月
、
大
田
朝
季
、
越
中
国
石
黒

荘
に
関
し
て
文
書
を
発
給
す

(20) 

⑩
建
仁
三
年
九
月
、
大
田
朝
季
、
比
企
氏
の
乱
で
没
落
す

大
山
喬
平
は
、
比
企
朝
重
を
比
企
朝
宗
の
代
官
、
大
田
朝
季
を
比
企

朝
宗
の
一
族
で
守
護
と
み
る
。
対
し
て
筆
者
は
、
比
企
朝
重
を
仮
名
の

一
致
か
ら
朝
宗
の
誤
記
と
判
断
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
比
企
朝
宗
・
大
田
朝
季
の
活
動
は
、
若
狭
・
越
前
・
加
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賀
・
越
中
国
で
確
認
し
う
る
が
、
も
と
よ
り
国
地
頭
や
守
護
で
あ
る
確

徴
た
り
え
な
い
。
そ
し
て
、
承
久
の
乱
以
前
に
お
け
る
「
北
国
」
の
守

護
在
職
徴
証
は
、
比
企
朝
宗
・
大
田
朝
季
の
事
例
を
除
く
と
、
最
西
部

の
若
狭
・
越
前
国
で
少
数
み
い
だ
さ
れ
る
の
み
で
、
加
賀
・
能
登
・
越

中
国
で
は
皆
無
で
あ
る
。

【
史
料
3
】
『
吾
妻
鏡
』
建
久
元
年
(
-
―
九

0
)
六
月
二
六
日
条

廿
六
日
己
酉
。
大
内
守
護
事
、
日
者
相
両
叩
北
国
御
家
人
等
於
散

（

源

）

（

源

頼

朝

）

位
頼
兼
↓
可
レ
令
二
勤
仕
之
由
、
二
品
被
一
定
申
吟
庄
而
以
彼
国

許
不
＇
レ
可
レ
叶
之
旨
、
頼
兼
申
之
間
、
被
レ
奏

1
間
其
趣
一
云
々
。

京
都
の
大
内
守
護
に
「
北
国
御
家
人
」
が
動
員
さ
れ
て
い
る
。
守
護

を
介
し
た
国
御
家
人
へ
の
大
番
催
促
は
、
「
畿
内
近
国
」
で
は
建
久
三

年
の
美
濃
国
、
「
鎮
西
」
で
は
建
久
八
年
の
大
隅
・
薩
摩
国
が
初
見
で

(21) 

あ
る
。
そ
れ
に
さ
き
だ
ち
、
し
か
も
「
北
国
」
と
い
う
単
位
で
御
家
人

が
動
員
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。

【
史
料
4
】
『
吾
妻
鏡
』
貞
応
二
年
(
―
二
二
三
）
一

0
月
一
日
条

一
日
庚
午
。
北
陸
道
守
護
成
敗
条
々
事
、
聯
依
レ
有
二
違
間
一
之
間
、

（
北
条
）

殊
可
レ
令
尋
沙
汰
之
由
、
被
レ
仰
式
部
丞
朝
時
主
一
云
々
。

承
久
の
乱
後
、
北
条
朝
時
に
「
北
陸
道
守
護
成
敗
条
々
」
の
尋
沙
汰

が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
後
述
の
ご
と
く
島
津
忠
久
が

越
前
国
守
護
に
在
任
し
、
北
条
朝
時
が
「
北
国
」
全
体
の
守
護
で
あ
っ

た
と
す
る
に
は
、
明
ら
か
な
反
証
が
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
鎌
倉
初
期
の
守
護
在
職
徴
証
が
乏
し
い
一

方
で
、
「
北
国
」
と
い
う
区
分
が
、
の
ち
の
ち
ま
で
史
料
に
散
見
す
る

北
陸
道
の
守
護

の
は
、
な
ぜ
か
。
こ
れ
は
、
と
も
す
る
と
「
北
国
」
に
お
け
る
一
国
単

位
の
守
護
制
度
が
、
「
畿
内
近
国
」
よ
り
も
遅
れ
て
導
入
さ
れ
た
こ
と

を
示
す
の
で
は
な
い
か
。

た
と
え
ば
、
「
鎮
西
」
は
当
初
、
鎮
西
奉
行
の
天
野
遠
景
の
管
轄
下

に
お
か
れ
、
建
久
八
年
（
―
-
九
七
）
ご
ろ
、
一
国
単
位
の
守
護
へ
と
分

割
さ
れ
た
。
ま
た
、
旧
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
「
東
国
」
で
は
守
護
不

設
置
を
基
調
と
し
、
国
奉
行
や
奥
州
惣
奉
行
が
お
か
れ
る
一
方
で
、

「
守
護
」
は
史
料
上
に
遅
れ
て
現
れ
る
。
そ
し
て
、
「
北
国
」
の
守
護

在
職
徴
証
は
、
「
畿
内
近
国
」
に
近
い
最
西
部
か
ら
み
え
は
じ
め
る
の

に
対
し
、
東
部
の
そ
れ
は
遅
れ
、
「
東
国
」
や
「
鎮
西
」
の
状
況
に
類

似
す
る
。

「
北
国
」
に
も
、
当
初
、
一
国
単
位
を
こ
え
る
職
制
が
存
在
し
た
可

能
性
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
有
力
候
補
は
、
比
企
朝
宗
と
そ
の
一

族
で
、
や
が
て
そ
の
地
位
は
、
朝
宗
の
娘
を
母
に
も
つ
北
条
朝
時
へ
引

き
継
が
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

守
護
制
度
に
刻
印
さ
れ
た
「
北
国
奉
行
」
な
る
遺
制
。
埒
も
な

い
、
実
証
不
可
能
な
仮
説
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
当
初
、
「
北
国
」
は
一
括
し
て
把
握
さ
れ
る
傾
向
が
強

く
、
そ
う
し
た
傾
向
は
時
期
を
下
る
に
つ
れ
て
薄
れ
、
西
部
と
東
部
で

様
相
を
異
に
し
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
看
取
し
う
る
こ
と
は
、
事
実
で
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時
期
を
下
り
な
が
ら
、

「
北
国
」

の
守
護
在
職
徴
証
を

あ
る
。
以
下
、

た
ど
る
。

は
じ
め
は
、
建
久
六
年
（
―
-
九
五
）
に
若
狭
忠
季
が
若
狭
国
守
護
に

(22) 

補
任
さ
れ
た
と
す
る
鎌
倉
中
期
の
所
伝
で
あ
る
。
在
職
の
確
証
と
は
い

え
ぬ
が
、
事
実
を
伝
え
る
可
能
性
は
あ
る
。
と
り
わ
け
最
西
部
の
若
狭

国
か
ら
徴
証
が
現
れ
る
の
は
、
示
唆
的
で
あ
る
。
な
お
、
若
狭
国
守
護

に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
詳
細
に
分
析
し
た
の
で
、
言
及
は
最
小
限
に
と

(23) 

ど
め
る
。

つ
ぎ
に
、
建
暦
三
年
(
―
ニ
―
―
―
-
)
五
月
の
『
天
台
座
主
記
』
の
記
事

（

越

前

）

（

大

内

）

（

24）

に
「
当
国
守
護
惟
義
朝
臣
」
と
み
え
る
。
二
次
史
料
で
は
あ
る
が
、
承

久
の
乱
の
直
前
、
惟
義
の
息
惟
信
が
、
越
前
国
御
家
人
の
大
番
催
促
を

(25) 

命
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
乱
以
前
の
父
子
二
代
の
在
任
は
認
め
て
よ
い
。
そ

し
て
、
乱
直
後
の
承
久
―
―
一
年
(
―
ニ
ニ
―
)
七
月
、
島
津
忠
久
が
「
越
前

(26) 

国
守
護
人
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

同
じ
く
承
久
の
乱
直
後
の
承
久
三
年
六
月
と
八
月
、
北
条
朝
時
が
越

(27) 

中
国
石
黒
荘
に
安
堵
状
を
発
給
し
て
い
る
。
守
護
在
職
を
示
す
の
か
、

確
―
―
日
は
で
き
ぬ
が
、
朝
時
と
北
陸
道
と
の
関
わ
り
を
示
す
初
例
で
あ

る
。
続
く
の
が
二
年
後
、
朝
時
に
「
北
陸
道
守
護
成
敗
条
々
」
を
命
じ

た
【
史
料
4
】
で
あ
っ
た
。

続
い
て
の
徴
証
は
、
加
賀
国
。
嘉
禄
三
年
(
―
ニ
ニ
七
）
四
月
、
北
条

朝
時
は
、
加
賀
国
御
家
人
と
と
も
に
、
白
山
宮
の
神
事
を
奉
納
し
、
安

(28) 

貞
二
年
（
二
三
八
）
八
月
、
加
賀
国
能
美
荘
の
所
務
を
裁
許
。
安
堵
も

裁
許
も
本
来
、
守
護
の
職
権
を
逸
脱
す
る
。
こ
れ
は
、
執
権
北
条
泰
時

の
弟
た
る
権
勢
に
も
と
づ
く
の
か
、
「
北
国
奉
行
」
の
遺
制
な
の
か
。

(
―
ニ
ニ
九
よ
―
二
）

の
ち
、
加
賀
国
北
英
田
保
の
関
東
裁
許
状
に
「
寛
喜
御
教
書
井
守
護
人

(29) 

状
」
と
み
え
、
そ
の
地
位
が
「
守
護
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ

ぶノ

西
部
か
ら
順
次
、
史
料
が
現
れ
る
流
れ
は
続
く
。
文
永
の
役
を
経
た

建
治
元
年
(
―
二
七
五
）
末
、
高
麗
出
兵
計
画
に
際
し
て
西
国
守
護
の
大

規
模
な
交
替
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
面
々
を
記
し
た
史
料
に
、
能
登

国
守
護
と
し
て
み
え
る
の
が
、
北
条
氏
朝
時
（
名
越
）
流
の
傍
流
、
北
条

(30) 

宗
長
で
あ
る
。

同
史
料
は
、
新
任
の
守
護
と
と
も
に
「
本
給
人
」
、
つ
ま
り
前
任
の

守
護
の
名
前
を
記
す
。
と
こ
ろ
が
、
能
登
国
の
項
に
は
、
な
ぜ
か
「
本

給
人
」
の
記
載
が
な
い
。
旧
稿
で
は
、
こ
れ
以
前
、
守
護
空
席
で
あ
っ

た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

こ
れ
以
前
の
守
護
在
任
の
可
能
性
が
高
い
の
は
、
北
条
朝
時
と
そ
の

子
孫
で
あ
る
。
だ
が
、
朝
時
の
嫡
子
光
時
は
寛
元
四
年
（
―
二
四
六
）
六

月
の
宮
騒
動
、
光
時
の
弟
時
章
は
文
永
九
年
(
―
二
七
二
）
の
二
月
騒
動

で
没
落
し
、
建
治
元
年
末
に
い
た
る
。

鎌
倉
期
の
守
護
不
設
置
国
と
し
て
は
、
当
該
期
を
つ
う
じ
て
は
山

城
・
大
和
国
、
承
久
の
乱
以
前
に
は
和
泉
•
紀
伊
国
が
あ
り
、
乱
後
に

(31) 

も
周
防
国
は
、
し
ば
し
ば
守
護
不
設
置
と
な
っ
て
い
た
。
朝
時
流
が
政

変
に
巻
き
こ
ま
れ
、
幾
度
も
守
護
職
を
没
収
さ
れ
る
な
か
、
後
任
が
補

さ
れ
ぬ
ま
ま
蒙
古
襲
来
期
を
迎
え
て
い
た
可
能
性
を
、
あ
ら
た
め
て
指

摘
し
て
お
く
。
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最
後
は
、
越
中
国
で
あ
る
。
越
後
国
の
項
で
み
た
よ
う
に
、
弘
安
七

年
(
―
二
八
四
）
の
五
月
と
六
月
、
北
条
公
時
は
、
越
中
・
越
後
国
の
案

(32) 

件
に
つ
い
て
幕
府
へ
の
注
進
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
越
後
国
に
お
け
る

公
時
の
地
位
は
「
守
護
人
」
で
あ
る
。
越
中
国
で
も
、
よ
う
や
く
守
護

在
職
の
徴
証
を
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

以
上
、
「
北
国
」
に
お
け
る
守
護
在
職
徴
証
の
初
見
を
中
心
に
た
ど
っ

て
き
た
。
そ
の
後
の
守
護
交
替
の
沿
革
も
ふ
く
め
、
次
掲
す
る
（
括
弧

は
、
守
護
で
は
な
い
可
能
性
を
残
す
も
の
を
示
す
）
。

(33) 

【
若
狭
国
】

（
建
久
六
年
・
建
仁
―
―
一
年
九
月
•
免

（
承
久
二
年
・
任
承
久
―
―
一
年
六
月
・
没

（
承
久
三
年
六
月
・
任
安
貞
二
年
•
免

安

貞

二

年

・

任

寛

喜

二

年

六

月

・

没

寛
喜
二
年
六
月
・
任
寛
喜
三
年
•
免

寛

喜

一

一

年

・

任

正

元

元

年

・

譲

正
元
元
年
・
任
文
応
元
年
•
免

文

応

元

年

・

任

文

永

七

年

正

月

・

没

文

永

八

年

・

任

弘

安

七

年

四

月

・

没

弘
安
七
年
四
月
・
任
正
安
元
年
•
免

正
安
元
年
・
任
嘉
応
―
―
一
年
五
月
・
没

嘉
元
三
年
・
任
延
慶
二
年
•
免

延

慶

二

年

・

任

応

長

元

年

一

0
月
・
没

応
長
元
年
一

0
月
・
任
正
慶
二
年
五
月
・
没

若
狭
忠
季
）

若
狭
忠
季
）

若
狭
忠
時
）

北
条
時
氏

北
条
経
時

北
条
重
時

北
条
長
重

北
条
時
茂

北
条
時
宗

北
条
貞
時

北
条
宗
方

北
条
宣
時

北
条
貞
時

北
条
高
時

(37) 

【
越
後
国
】

（
↑
|
建
久
六
年
一

0
月

1

(34) 

【
越
前
国
】↑

建
暦
―
―
一
年
五
月
建
保
年
間
ー
↓

↑
承
久
三
年
六
月
・
敗

承
久
三
年
七
月
・
任
嘉
禄
―
―
一
年
一

0
月
・
譲

嘉
禄
三
年
一

0
月
・
任

l

↑
安
貞
二
年
五
月

l↑ー
ー
建
治
元
年
末
•
免

建
治
元
年
末
・
任
ー
↓

↑
正
安
二
年
九
月

l

↑
元
亨
元
年
三
月
—
↓

【
加
賀
国
】

（
↑
|
貞
応
二
年
一

0
月

l

↑
嘉
禄
三
年
四
月
安
貞
二
年
八
月
ー
↓

（
鎌
倉
末
期
）

(35) 

【
能
登
国
】

（
↑
|
貞
応
二
年
一

0
月

l

建
治
元
年
末
・
任
正
応
六
年
二
月

l

【
越
中
島

（
↑
|
貞
応
二
年
一

0
月

l

↑

弘

安

七

年

五

月

同

年

六

月

l

↑
ー
ー
正
慶
二
年
五
月
・
没

佐
々
木
盛
綱
）

北
条
朝
時
）

北
条
公
時

北
条
時
有

北
条
朝
時
）

北
条
宗
長

北
条
朝
時
）

北
条
朝
時

北
条
時
益

大
内
惟
義

大
内
惟
信

島
津
忠
久

島
津
忠
義

後
藤
基
綱

後
藤
基
頼

吉
良
満
氏

後
藤
基
頼

後
藤
基
雄
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最
後
に
、
北
陸
道
全
体
の
状
況
を
整
理
す
る
。

鎌
倉
初
期
に
お
い
て
、
「
北
国
」
な
る
枠
組
み
は
、
後
代
以
上
に
実

態
を
も
ち
機
能
し
て
い
た
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
は
、
古
代
以
来
の
行
政

区
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
が
、
木
曾
義
仲
の
旧
支
配
地
域
で

あ
っ
た
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
関
係
す
る
。
そ
し
て
、
「
北
国
」
と
い
う

単
位
で
鎌
倉
殿
勧
農
使
の
比
企
朝
宗
が
派
遣
さ
れ
、
関
東
知
行
国
の
越

後
国
と
、
離
島
の
佐
渡
国
を
除
い
て
、
国
地
頭
が
お
か
れ
た
。
ま
も
な

く
国
地
頭
が
廃
止
さ
れ
、
勧
農
使
も
停
止
さ
れ
、
守
護
制
度
に
移
行
し

て
か
ら
も
、
比
企
朝
宗
や
そ
の
一
族
に
よ
り
、
一
国
単
位
を
こ
え
る
広

域
的
支
配
が
お
こ
な
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
京
都
に
隣
接
す
る
若
狭
・
越
前
国
か
ら
、

お
わ
り
に

一
国

l承
元

四

年

二

月

|

↓

北

条

義

時

）

↑
承
久
三
年
閏
一

0
月
ー
貞
応
一
一
年
一

0
月

l北条
朝
時
）

↑
弘
安
七
年
五
月
ー
弘
安
―
一
年
一
一
月

l
北
条
公
時

（
↑
|
元
徳
二
年
七
月

l

北
条
高
家
ヵ
時
有
）

【
佐
渡
国
】

（
↑
貞
応
二
年
一

0
月

↓

↑
文
永
五
年
弘
安
九
年
―
―
―
月

l

↑
元
亨
三
年
一

0
月
正
慶
二
年
五
月
・
没

北
条
朝
時
）

北
条
宣
時

北
条
貞
直

単
位
の
守
護
の
存
在
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
承
久
の
乱
以
前
の

大
内
惟
義
・
惟
信
父
子
の
守
護
国
は
、
確
認
で
き
る
だ
け
で
、
摂
津
・

伊
賀
・
伊
勢
・
美
濃
・
越
前
・
丹
波
国
、
以
上
の
六
ヶ
国
に
お
よ
ぶ
。

こ
こ
に
越
前
国
が
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
は
、
同
国
と
そ
の
西
側
に
位
圏
す

る
若
狭
国
が
「
畿
内
近
国
」
、
ひ
い
て
は
《
西
国
》
の
秩
序
に
吸
引
さ
れ
、

い
ち
早
く
「
北
国
」
な
る
旧
来
の
枠
組
み
か
ら
離
脱
し
つ
つ
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
す
る
。

承
久
の
乱
後
、
六
波
羅
探
題
が
成
立
し
、
若
狭
・
越
前
・
加
賀
国
は
、

六
波
羅
管
国
と
な
る
。
若
狭
国
守
護
に
は
、
や
が
て
北
条
氏
得
宗
流
が

就
任
し
、
以
後
、
北
条
氏
各
流
で
遷
替
す
る
。
越
前
国
守
護
に
は
島
津

氏
の
の
ち
、
在
京
御
家
人
の
後
藤
氏
が
就
任
す
る
。
承
久
の
乱
に
よ
り
、

「
畿
内
近
国
」
で
は
、
隣
接
す
る
数
ヶ
国
の
守
護
を
兼
任
す
る
御
家
人

は
ほ
ぼ
姿
を
消
し
、
ほ
と
ん
ど
が
一
国
単
位
と
な
る
。
若
狭
・
越
前
国

も
、
し
か
り
で
あ
っ
た
。

か
た
や
加
賀
国
守
護
は
、
承
久
の
乱
後
、
し
ば
ら
く
は
北
条
氏
朝
時

（
名
越
）
流
で
あ
り
、
能
登
・
越
中
国
と
の
兼
任
だ
っ
た
可
能
性
も
あ

る
。
朝
時
流
が
失
脚
を
繰
り
返
し
た
こ
と
も
あ
り
、
加
賀
・
能
登
・
越

中
国
守
護
に
は
、
空
席
期
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
時
期
、
隣

接
す
る
数
ヶ
国
の
守
護
を
兼
任
す
る
あ
り
か
た
は
、
「
鎮
西
」
に
顕
著

で
あ
る
。
加
賀
国
は
、
六
波
羅
管
国
と
な
る
こ
と
で
「
畿
内
近
国
」
に

取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
守
護
の
あ
り
か
た
か
ら
す
れ
ば
、

能
登
・
越
中
国
と
同
様
の
「
遠
国
」
的
要
素
を
あ
わ
せ
も
つ
、
中
間
地

域
な
の
で
あ
る
。
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他
方
、
承
久
の
乱
後
、
再
び
関
東
知
行
国
と
な
っ
た
越
後
国
の
国
務

は
、
朝
時
流
に
う
け
つ
が
れ
る
。
関
東
知
行
国
た
る
駿
河
・
相
模
・
武

蔵
国
と
同
様
の
「
東
国
」
型
の
支
配
方
式
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
朝
時

流
の
失
脚
に
よ
り
、
守
護
職
が
国
務
の
地
位
か
ら
分
出
す
る
。
旧
稿
で

指
摘
し
た
よ
う
に
、
遠
江
・
甲
斐
・
常
陸
・
信
濃
国
な
ど
「
東
国
」
の

周
縁
部
に
お
い
て
、
「
守
護
」
の
史
料
上
の
初
見
は
、
「
畿
内
近
国
」
や

「
鎮
西
」
よ
り
も
遅
れ
る
。
越
後
国
は
、
「
東
国
」
周
縁
部
の
外
側
に
隣

接
す
る
準
「
東
国
」
で
あ
っ
た
。

蒙
古
襲
来
は
、
守
護
制
度
の
も
う
ひ
と
つ
の
転
機
で
あ
る
。
高
麗
出

兵
計
画
に
よ
り
、
守
護
正
員
や
守
護
代
が
大
挙
、
西
下
す
る
。
結
果
、

「
畿
内
近
国
」
の
守
護
は
、
在
鎌
倉
あ
る
い
は
在
京
の
北
条
氏
一
門
、

も
し
く
は
在
京
の
外
様
御
家
人
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
数
ヶ

国
兼
任
の
多
か
っ
た
「
鎮
西
」
の
守
護
も
、
ほ
と
ん
ど
一
国
単
位
と
な

る
。
そ
れ
以
前
、
点
在
し
た
守
護
不
設
置
国
も
、
こ
れ
を
機
に
減
少
し

た
で
あ
ろ
う
。
能
登
国
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

「
北
国
」
の
守
護
の
場
合
、
六
波
羅
管
国
の
若
狭
国
は
北
条
氏
各
流
、

越
前
国
は
出
兵
計
画
を
機
に
西
下
し
た
吉
良
氏
か
ら
、
転
じ
て
在
京
御

家
人
の
後
藤
氏
、
加
賀
国
は
不
詳
な
が
ら
、
鎌
倉
末
期
に
は
北
条
氏
政

村
流
が
守
護
と
な
り
、
上
記
し
た
「
畿
内
近
国
」
の
状
況
に
合
致
す
る
。

と
は
い
え
、
元
応
元
年
(
-
三
一
九
）
五
月
か
ら
元
応
二
年
九
月
に
か
け

(38) 

て
、
加
賀
国
は
一
時
、
関
東
の
管
国
と
な
る
。
中
間
地
域
と
し
て
の
加

賀
国
の
位
置
づ
け
は
、
鎌
倉
末
期
ま
で
変
わ
ら
な
い
。

他
方
、
関
東
管
国
の
能
登
・
越
中
・
越
後
国
で
は
、

朝
時
流
が
複
数

国
の
守
護
を
兼
任
す
る
「
遠
国
」
的
状
況
が
、
蒙
古
襲
来
期
ま
で
続
く
。

だ
が
、
蒙
古
襲
来
後
、
個
人
あ
た
り
の
守
護
国
数
が
減
少
す
る
趨
勢
の

な
か
、
能
登
・
越
中
・
越
後
国
の
守
護
は
、
朝
時
流
で
も
別
の
家
系
に

伝
え
ら
れ
、
や
が
て
滅
亡
の
日
を
迎
え
る
。

か
く
て
承
久
の
乱
と
蒙
古
襲
来
を
経
て
、
関
東
・
六
波
羅
の
軍
事
・

裁
判
管
轄
で
あ
る
《
東
国
》
と
《
西
国
》
に
、
守
護
の
存
在
形
態
が
収

倣
す
る
。
「
北
国
」
は
、
《
西
国
》
た
る
若
狭
・
越
前
・
加
賀
国
と
、
《
東

国
》
た
る
能
登
・
越
中
・
越
後
・
佐
渡
国
へ
と
分
化
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

【注】
(
1
)
熊
谷
隆
之
「
鎌
倉
幕
府
支
配
の
展
開
と
守
護
」
（
『
日
本
史
研
究
』

五
四
七
号
、
二

0
0
八
年
）
。

(2)
上
横
手
雅
敬
「
守
護
制
度
の
再
検
討
」
（
同
『
日
本
中
世
国
家
史
論
考
』

塙
書
房
、
一
九
九
四
年
）
。

(3)
石
母
田
正
「
鎌
倉
幕
府
一
国
地
頭
職
の
成
立
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の

一
節
」
（
『
石
母
田
正
著
作
集
第
九
巻
中
世
国
家
成
立
史
の
研

究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
。
初
出
一
九
六

0
年
。
以
下
、
石
母
田

の
見
解
は
、
こ
れ
に
よ
る
）
、
上
横
手
雅
敬
「
東
国
と
西
国
」
（
同
『
日

本
中
世
政
治
史
研
究
』
塙
書
局
、
一
九
七

0
年
。
初
出
一
九
六
三
年
。

以
下
、
上
横
手
の
見
解
は
、
こ
れ
に
よ
る
）
な
ど
。

(
4
)
熊
谷
隆
之
「
鎌
倉
期
若
狭
国
守
護
の
再
検
討
」
（
『
日
本
史
研
究
』

五
八
六
号
、
二

0
-
―年）。

(
5
)
石
井
良
助
「
鎌
倉
時
代
の
裁
判
管
轄
主
と
し
て
武
家
裁
判
所
の
管
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轄
」
（
『
法
学
協
会
雑
誌
』
五
九
巻
九
•

1
0号
、
一
九
三
九
年
）
。

佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
。

初
出
一
九
四
―
―
一
年
）
。

(6)
大
山
喬
平
「
文
治
国
地
頭
制
の
停
廃
を
め
ぐ
っ
て
文
治
―
一
年
六
月

廿
一
日
頼
朝
書
状
の
検
討
」
（
『
横
田
健
一
先
生
還
暦
記
念
日
本

史
論
叢
』
横
田
健
一
先
生
還
暦
記
念
会
、
一
九
七
六
年
）
。

(
7
)
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
六
月
ニ
―
日
条
（
以
下
『
新
訂
増
補
国
史
大

系
』
本
）
。

(8)
佐
藤
進
一
『
増
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
諸
国
守
護
沿
革

考
証
編
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
。
初
出
一
九
四
八

年
。
以
下
、
佐
藤
の
見
解
は
こ
れ
に
よ
る
）
。
な
お
、
と
く
に
こ
と
わ

ら
ぬ
か
ぎ
り
、
守
護
の
比
定
は
、
同
著
に
よ
る
。

(9)
石
井
進
「
鎌
倉
幕
府
と
国
徊
と
の
関
係
の
研
究
」
（
『
石
井
進
著
作
集

第
一
巻
』
岩
波
書
店
、
―

1
0
0四
年
。
初
出
一
九
五
七
＼
六
八
年
）
。

(10)
『
吾
妻
鏡
』
建
久
六
年
一

0
月
―
一
日
条
、
承
元
四
年
二
月
五
日
条
。

(11)
「
色
部
文
書
」
建
長
七
年
一

0
月
一
一
四

H
、
関
東
下
知
状
写
（
『
鎌
倉

遺
文
』
―
一
巻
七
九
―
一
号
）
。
『
吾
妻
鏡
』
貞
応
二
年
一

0
月
一
日
条
、

貞
応
―
―
一
年
二
月
二
九
日
条
。

(12)
『
平
戸
記
』
寛
元
三
年
一

0
月
一
五
日
条
（
『
増
補
史
料
大
成
』
本
）
。

(13)
『
吾
妻
鏡
』
寛
元
四
年
六
月
一
三
日
条
。
『
北
条
時
政
以
来
後
見
次
第
』

北
条
政
村
の
項
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
）
。

(14)
「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」
五
二
九
条
、
五
四
〇
＼
五
四
―
一
条
（
『
中
世
法

制
史
料
集
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
』
）
。
「
高
橋
章
允
氏
所
蔵
文
書
」

弘
安
―
一
年
二
月
一
八

H
、
関
東
下
知
状
（
『
鎌
倉
遺
文
』
―
―
二
巻

一
六
五
一
六
号
）
。

(15)
「
反
町
英
作
氏
所
蔵
三
浦
和
田
氏
文
書
」
正
応
五
年
七
月
一
八
日
、
荒

河
保
地
頭
代
等
連
署
和
与
状
（
『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
巻
一
七
九
七
一
号
）
。

(16)
「
反
町
英
作
氏
所
蔵
三
浦
和
田
氏
文
書
」
元
徳
三
年
六
月
五
日
、
海
老

名
忠
顕
和
与
状
（
『
鎌
倉
遺
文
』
四

0
巻
三
一
四
三
七
号
）
。

(17)
建
武
元
年
(
-
三
三
四
）
七
月
、
規
矩
・
糸
田
氏
の
乱
の
関
係
史
料
に
、

朝
時
（
名
越
）
流
の
嫡
流
た
る
故
北
条
高
家
の
家
人
「
肥
後
兵
衛
次
郎

入
道
浄
心
」
が
み
え
る
（
『
薩
藩
旧
記
雑
録
』
巻
一
七
、
建
武
元
年
七
月

日
、
島
津
荘
日
向
方
謀
反
人
等
交
名
写
[
『
南
北
朝
遺
文
九
州
編
』

一
巻
一
〇
一
号
〕
な
ど
）
。
朝
時
流
が
鎮
西
の
守
護
国
を
失
っ
た
の
ち

も
、
被
官
肥
後
氏
は
、
鎮
西
で
活
動
し
て
い
た
。
他
方
、
文
和
四
年

（
―
-
―
-
五
五
）
四
月
、
日
向
国
の
室
町
幕
府
与
党
に
「
肥
後
彦
太
郎
種
顕
．

同
舎
弟
彦
次
郎
種
久
」
が
い
る
（
『
薩
藩
旧
記
』
巻
二
五
、
文
和
四
年

四
月
―

1
0日
、
島
津
氏
久
請
文
写
コ
南
北
朝
遺
文
九
州
編
』
四
巻

三
七
九

0
号
〕
）
。
「
種
」
が
肥
後
氏
の
通
字
だ
と
す
れ
ば
、
「
種
俊
」
は
、

肥
後
氏
の
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
肥
後
氏
に
つ
い
て
は
、
田
中
健
二

「
鎌
倉
幕
府
の
大
隅
国
支
配
に
つ
い
て
の
一
考
察
守
護
所
と
国
術

在
庁
を
中
心
に
」
（
日
本
古
文
書
学
会
編
『
日
本
古
文
書
学
論
集

5

中
世
ー
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
。
初
出
一
九
七
九
年
）
。

(18)
「
神
護
寺
文
書
」
（
元
暦
元
年
）
四
月
四
日
、
源
頼
朝
書
状
（
『
平
安
遺
文
』

八
巻
四
一
四
八
号
）
。
「
仁
和
寺
文
書
」
元
暦
元
年
五
月

H
、
後
白
河
院

庁
下
文
案
（
『
平
安
遺
文
』
一

0
巻
五

0
八
八
号
）
。
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
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第
四
・
舟
七
・
法
皇
五
条
内
裏
ヨ
リ
出
サ
セ
給
テ
大
善
大
夫
業
忠
ガ
宿

所
へ
渡
セ
給
事
（
勉
誠
出
版
本
）
。
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
六
月
一
七
日

条
、
建
久
二
年
六
月
二
三
日
条
、
建
久
五
年
―
二
月
一

0
日
条
。
「
尊

経
閣
古
文
書
纂
」
仁
和
寺
心
蓮
院
文
書
、
弘
長
二
年
三
月
一
日
、
関
東

下
知
状
（
『
鎌
倉
遺
文
』
―
二
巻
八
七
七
五
号
）
。

(19)
大
山
喬
平
「
本
領
安
堵
地
頭
と
修
験
の
市
庭
越
中
国
石
黒
庄
弘
瀬

郷
地
頭
藤
原
氏
」
（
日
本
海
史
編
纂
事
務
局
編
『
日
本
海
地
域
の

歴
史
と
文
化
』
文
献
出
版
、
一
九
七
九
年
）
。
比
企
氏
に
つ
い
て
は
、

浅
香
年
木
『
治
承
・
寿
永
の
内
乱
論
序
説
』
（
法
政
大
学
出
版
会
、

一
九
八
一
年
）
、
石
井
進
「
比
企
一
族
と
信
濃
、
そ
し
て
北
陸
道
」
（
『
石

井
進
著
作
集
第
五
巻
鎌
倉
武
士
の
実
像
』
岩
波
書
店
、
二

0
0五

年
。
初
出
一
九
九

0
年
）
、
上
横
手
雅
敬
「
治
承
寿
永
の
内
乱
と
北
陸
」

（
『
加
能
史
料
会
報
』
五
号
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

(20)
「
尊
経
閣
古
文
書
纂
」
仁
和
寺
心
蓮
院
文
書
、
弘
長
二
年
三
月
一
日
、

関
東
下
知
状
（
前
掲
）
。

(21)
『
吾
妻
鏡
』
建
久
三
年
六
月
―

1
0
日
条
。
「
和
田
文
書
」
建
久
七
年

―
一
月
七
日
、
源
頼
朝
家
政
所
下
文
案
（
『
鎌
倉
遺
文
』
二
巻
八
八
一
号
）
。

「
島
津
家
文
書
」
建
久
八
年
―
二
月
三
日
、
源
頼
朝
家
政
所
下
文
（
『
鎌

倉
遺
文
』
二
巻
九
五

0
号）。

(22)
「
東
寺
百
合
文
書
」
工
函
九
、
文
永
六
年
八
月
二
日
、
若
狭
国
太
良
荘

雑
掌
重
申
状
案
（
『
鎌
倉
遣
文
』
一
四
巻
一

0
四
六
七
号
）
。

(23)
熊
谷
隆
之
「
鎌
倉
期
若
狭
国
守
護
の
再
検
討
」
（
前
掲
）
。

(24)
『
天
台
座
主
記
』
七

0
世
・
権
僧
正
公
円
の
項
（
『
校
訂
増
補

天
台

座
主
記
』
本
）
。

(25)
「
諸
尊
道
場
観
集
紙
背
文
書
」
（
年
未
詳
）
六
月
三

0
日
、
大
江
親
広

書
状
（
『
鎌
倉
遺
文
』
補
遺
一
巻
六
四
八
号
）
。

(26)
「
島
津
家
文
書
」
承
久
三
年
七
月
―
二
日
、
関
東
下
知
状
（
『
鎌
倉
遺

文
』
五
巻
二
七
六
四
号
）
。

(27)
「
尊
経
閣
古
文
書
纂
」
仁
和
寺
心
蓮
院
文
書
、
弘
長
二
年
三
月
一
日
、

関
東
下
知
状
（
前
掲
）
。

(28)
『
白
山
宮
荘
厳
講
中
記
録
』
（
『
加
能
史
料
鎌
倉
ー
』
嘉
禄
三
年
―
二

月
条
）
。
「
菊
大
路
家
文
書
」
安
貞
一
一
年
八
月
一
七
日
、
北
条
朝
時
下
知

状
案
（
『
鎌
倉
遺
文
』
六
巻
―
二
七
七
五
号
）
。

(29)
「
尊
経
閣
古
文
書
纂
」
加
茂
社
文
書
、
正
安
二
年
三
月
二
三
日
、
関
東

下
知
状
（
『
増
訂
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
上
』
ニ
ニ
五
号
）
。

(30)
「
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
梵
網
戒
本
疏
日
珠
紗
巻
八
紙
背
文
書
」
（
建
治

元
年
末
）
、
諸
国
守
護
交
名
（
佐
藤
進
一
『
増
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制

度
の
研
究
』
[
前
掲
ご

o

(31)
横
内
裕
人
「
新
出
千
載
家
文
書
に
み
る
造
東
大
寺
大
勧
進
と
鎌
倉
幕

府
行
勇
時
代
の
再
建
事
業
」
（
同
『
日
本
中
世
の
仏
教
と
東

ア
ジ
ア
』
塙
書
房
、
二

0
0八
年
。
初
出
二

0
0
三
年
）
。

(32)
「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」
五
二
九
条
、
五
四
〇
＼
五
四
三
条
（
前
掲
）
。

(33)
熊
谷
隆
之
「
鎌
倉
期
若
狭
国
守
護
の
再
検
討
」
（
前
掲
）
。

(34)
村
井
章
介
「
蒙
古
襲
来
と
鎮
西
探
題
の
成
立
」
（
同
『
ア
ジ
ア
の
な
か

の
中
世
日
本
』
校
倉
書
房
、
一
九
八
八
年
。
初
出
一
九
七
八
年
）
。
田

中
稔
「
醍
醐
寺
所
蔵
『
諸
尊
道
場
観
集
』
紙
背
文
書
」
（
『
（
醍
醐
寺
文
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化
財
研
究
所
）
研
究
紀
要
』
六
・
七
号
、
一
九
八
四

S
八
五
年
）
。

(35)
村
井
章
介
「
蒙
古
襲
来
と
鎮
西
探
題
の
成
立
」
（
前
掲
）
。

(36)
久
保
尚
文
は
、
北
条
時
有
を
時
房
ー
時
盛
（
佐
介
）
流
の
北
条
宣
房
の

息
で
、
の
ち
朝
時
（
名
越
）
流
の
北
条
公
貞
跡
を
継
い
だ
と
す
る
が
（
同

「
越
中
守
護
名
越
時
有
と
そ
の
所
領
に
つ
い
て
」

[
q畠
山
史
壇
』
六
四

号
、
一
九
七
六
年
]
)
、
両
人
の
系
譜
・
官
職
は
諸
史
料
で
一
貫
し
、
別

人
で
あ
る
。

(37)
岡
田
清
一
「
越
後
国
と
北
条
氏
」
（
同
『
鎌
倉
幕
府
と
東
国
』
続
群
書

類
従
完
成
会
、
二

0
0六
年
。
初
出
一
九
八
一
年
）
。
田
村
裕
「
鎌
倉

殿
と
御
家
人
」
（
『
新
潟
県
史
通
史
編
2

中
世
』
第
一
章
第
一
節
、

新
潟
県
、
一
九
八
七
年
）
。

(38)
『
鎌
倉
年
代
記
』
元
応
元
年
条
・
裏
書
、
元
応
二
年
条
・
裏
書
（
『
増

補
続
史
料
大
成
』
本
）
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
平
成
―
―
―
―
一
年
度
・
越
中
史
壇
会
•
特
別
研
究
発
表
会
（
平
・

成
―
―
―
―
一
年
七
月
三
日
、
於
•
富
山
県
民
会
館
）
に
お
け
る
報
告
を
、
成
稿

し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
は
、
平
成
二
二
＼
―
-
四
年
度
・
文
部
科
学
省
お
よ
び

H
本

学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
補
助
金
・
若
手
研
究

(
B
)
に
よ
る
成
果
の

一
部
で
あ
る
。

愛
知
大
学
総
合
郷
土
研
究
所
紀
要
第
57
輯

愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
集

「
地
域
で
活
躍
す
る
女
性
た
ち
」

加
越
能
の
地
名
第
40
号
加
越
能
地
名
の
会

加
能
民
俗
研
究
第
43
号
加
能
民
俗
の
会

芸
備
地
方
史
研
究

280281

芸
備
地
方
史
研
究
会

國

學

院

雑

誌

戚

岡

障

闊

園

國

學

院

大

學

国
史
学
研
究
第
35
号
龍
谷
大
学
国
史
学
研
究
会

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
第
170
集

第

172
集

第

174
集

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
年
報

7

史

苑

第

72
巻
第
2
号
立
教
大
学
史
学
会

史
学
研
究
集
録
第
37
号
國
學
院
大
學
大
学
院
史
学
専
攻
大
学
院
会

史

学

論

集

第
42
号
駒
澤
大
学
大
学
院
史
学
会

史

観

第

166
冊
早
稲
田
大
学
史
学
会

信
濃

7
4
6
7
4
7
7
4
8
7
4
9

信
濃
史
学
会

社
会
学
部
論
集
第
53
号

第

54
号
佛
教
大
学
社
会
学
部

湘
南
史
学
第
2
1
号
東
海
大
学
大
学
院
日
本
史
学
友
会

信
州
豊
南
短
期
大
学
紀
要
第
29
号

待
兼
山
論
叢
第
45
号
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要
第
22
号

高
岡
市
万
葉
歴
史
館
叢
書

24

「
万
葉
集
と
環
日
本
海
」

受

贈

刊

行

物
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